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「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２
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「輸出貿易管理令の運用について」等の一部改正について 

 

「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２

第１１号）等の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 

 

 

附則 

この規程は、令和７年１月２３日から施行する。



（別紙１） 

「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２第１１号） 

改 正 後 現   行 

２－１－１ 輸出令別表第２に掲げられている貨物に関する輸出の承認 

（１）～（４） （略） 

（５）輸出令別表第２の解釈 

  輸出令別表第２の解釈は、［付表１］に掲げるところにより行う。 

なお、輸出令別表第２中、［付表１］の「輸出令別表第２の項」の欄に掲げる事項につ

いて、それぞれ「輸出令別表第２（これに基づく貨物省令及び告示を含む。）中解釈を要

する語」の欄に掲げる語は「解釈」の欄に掲げるところにしたがって解釈するものとし、

「解釈」の欄が左右の二欄にわかれているときは、当該「輸出令別表第２中解釈を要す

る語」欄に掲げる語は、それぞれ左欄に掲げるものを含み、右欄に掲げるものを除くも

のとして解釈するものとする。ただし、輸出令別表第２の中欄に掲げる貨物であっても、

次の（イ）から（ハ）までに掲げるものは、別表第２品目に含まれないものとする。 

（イ）～（ハ） （略） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１－１の２ （略） 

２－１－１の３ ベラルーシ、ロシア、ウクライナ又は別表第２の４に掲げる地域を仕向

地とする貨物に関する輸出の承認 

（１）～（３） （略） 

（４）輸出令別表第２の３第一号の二の解釈 

２－１－１ 輸出令別表第２に掲げられている貨物に関する輸出の承認 

（１）～（４） （略） 

（５）輸出令別表第２の解釈  

輸出令別表第２の解釈は、次の表に掲げるところにより行う。 

なお、輸出令別表第２中、次の表の「輸出令別表第２の項」の欄に掲げる事項につい

て、それぞれ「輸出令別表第２（これに基づく貨物省令及び告示を含む。）中解釈を要す

る語」の欄に掲げる語は「解釈」の欄に掲げるところにしたがって解釈するものとし、

「解釈」の欄が左右の二欄にわかれているときは、当該「輸出令別表第２中解釈を要す

る語」欄に掲げる語は、それぞれ左欄に掲げるものを含み、右欄に掲げるものを除くも

のとして解釈するものとする。ただし、輸出令別表第２の中欄に掲げる貨物であっても、

次の（イ）から（ハ）までに掲げるものは、別表第２品目に含まれないものとする。 

（イ）～（ハ） （略） 

 

 

２－１－１の２ （略） 

２－１－１の３ ベラルーシ、ロシア、ウクライナ又は別表第２の４に掲げる地域を仕向

地とする貨物に関する輸出の承認 

（１）～（３） （略） 

（４）輸出令別表第２の３第一号の二の解釈 

輸出令 

別表第 

２の項 

輸出令別表 

第２中解釈 

を要する語 

 

解           釈 

 

３３ うなぎの稚

魚 

一尾の体重が１３グラム以下のものをいう。 

３５～

４０ 

（略） （略） 

４３ 重要美術品 旧重要美術品等ノ保存ニ関

スル法律（昭和８年法律第

４３号）の第２条第１項の

規定により認定されたもの

又はこれと同等以上の価値

を有するものをいう。 

 



輸出令別表第２の３第一号の二の解釈は、［付表２］に掲げるところにより行う。 

なお、輸出令別表第２の３第一号の二中、［付表２］の「輸出令別表第２の３第一号

の二」の欄に掲げる事項について、それぞれ「輸出令別表第２の３第一号の二（これ

に基づく別表第２の３貨物省令を含む。）中解釈を要する語」の欄に掲げる語は「解釈」

の欄に掲げるところにしたがって解釈するものとし、「解釈」の欄が左右の二欄にわか

れているときは、当該「輸出令別表第２の３中解釈を要する語」欄に掲げる語は、そ

れぞれ左欄に掲げるものを含み、右欄に掲げるものを除くものとして解釈するものと

するほか、１－１（７）（イ）の解釈を準用する。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）輸出令別表第２の３第二号の解釈 

輸出令別表第２の３第二号の解釈は、［付表３］に掲げるところにより行う。 

なお、輸出令別表第２の３第二号中、［付表３］の「輸出令別表第２の３第二号」の

欄に掲げる事項について、それぞれ「輸出令別表第２の３第二号（これに基づく別表

第２の３貨物省令を含む。）中解釈を要する語」の欄に掲げる語は「解釈」の欄に掲げ

るところにしたがって解釈するものとし、「解釈」の欄が左右の二欄にわかれていると

きは、当該「輸出令別表第２の３中解釈を要する語」欄に掲げる語は、それぞれ左欄

に掲げるものを含み、右欄に掲げるものを除くものとして解釈するものとするほか、

１－１（７）（イ）の解釈を準用する。 

 

（削除） 

輸出令別表第２の３第一号の二の解釈は、次の表に掲げるところにより行う。 

なお、輸出令別表第２の３第一号の二中、次の表の「輸出令別表第２の３第一号の

二」の欄に掲げる事項について、それぞれ「輸出令別表第２の３第一号の二（これに

基づく別表第２の３貨物省令を含む。）中解釈を要する語」の欄に掲げる語は「解釈」

の欄に掲げるところにしたがって解釈するものとし、「解釈」の欄が左右の二欄にわか

れているときは、当該「輸出令別表第２の３中解釈を要する語」欄に掲げる語は、そ

れぞれ左欄に掲げるものを含み、右欄に掲げるものを除くものとして解釈するものと

するほか、１－１（７）（イ）の解釈を準用する。 

 

 

（５）輸出令別表第２の３第二号の解釈 

輸出令別表第２の３第二号の解釈は、次の表に掲げるところにより行う。 

なお、輸出令別表第２の３第二号中、次の表の「輸出令別表第２の３第二号」の欄

に掲げる事項について、それぞれ「輸出令別表第２の３第二号（これに基づく別表第

２の３貨物省令を含む。）中解釈を要する語」の欄に掲げる語は「解釈」の欄に掲げる

ところにしたがって解釈するものとし、「解釈」の欄が左右の二欄にわかれているとき

は、当該「輸出令別表第２の３中解釈を要する語」欄に掲げる語は、それぞれ左欄に

掲げるものを含み、右欄に掲げるものを除くものとして解釈するものとするほか、１

－１（７）（イ）の解釈を準用する。 

 

輸出令別

表第２の

３第一号

の二 

輸出令別表第２

の３中解釈を要

する語 

 

解      釈 

イ 混合物 化粧品、シャンプー、調製界面活性剤、インキ、ペイン

ト、接着剤、調製不凍液又は調製潤滑剤等であって、個

人的使用のため小売用の包装（瓶、缶、チューブ等に詰

められたもの）にしたものを除く。 

ロ （略） （略） 

ハ （略） （略） 

別表第２の３貨

物省令第三条第

三号中遠心分離

機 

デカンターを含む。  

輸出令別 輸出令別表  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） （略） 

２－１－２ ～ ３ （略） 

４ 特例 

４－１ ～ ４－２－１ （略） 

４－２－２ 輸出令別表第５の解釈及び取扱い 

（略） 

（１）～（３） （略） 

（４）輸出令別表第５第三号については、次により取り扱う。 

ただし、輸出令別表第２の２に掲げる貨物であって、北朝鮮を仕向地とするもの及

び輸出令別表第２の３第三号に掲げる貨物であって、ロシアを仕向地とするものは輸

出特例とはならない。 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）郵便物の内容となっている郵便切手は使用済であると未使用であるとを問わず輸

出令上は「貨物」として取り扱う。なお、その料金額又は評価額の合計額が５００

 

（６） （略） 

２－１－２ ～ ３ （略） 

４ 特例 

４－１ ～ ４－２－１ （略） 

４－２－２ 輸出令別表第５の解釈及び取扱い 

（略） 

（１）～（３） （略） 

（４）輸出令別表第５第三号については、次により取り扱う。 

ただし、輸出令別表第２の２に掲げる貨物であって、北朝鮮を仕向地とするもの及

び輸出令別表第２の３第三号に掲げる貨物であって、ロシアを仕向地とするものは輸

出特例とはならない。 

（イ）・（ロ） （略） 

（ハ）郵便物の内容となっている郵便切手は使用済であると未使用であるとをとわず輸出

令上は「貨物」として取り扱う。なお、その料金額又は評価額の合計額が５００万円

表第２の

３第二号 

第２の３中

解釈を要す

る語 

解           釈 

 

（１） エネルギー

密度 

平均出力（Ｗ）に放電時間（ｈ）を乗じて得た数値を、セルの

質量（ｋｇ）で除した数値をいい、公称電圧にアンペア時間で

表した公称容量を乗じて得た数値を、キログラムで表した質

量で除すことで計算される。公称容量が示されていない場合

のエネルギー密度は、公称電圧を二乗して得た数値に、時間

で表した放電時間を乗じ、かつ、オームで表した放電負荷と

キログラムで表した質量で除して計算することとする。 

（２）～

（８４） 

（略） （略） （略） 

（８５） （略） （略） （略） 

タンクその

他の容器 

 次のいずれかに該当するものを除く。 

イ 他の貨物を運搬するために使用されるものと

して輸入したものであって、輸入した後返送のた

め輸出するもの（無償のものに限る。） 

ロ 他の貨物を運搬するために使用されるものと

して輸出するものであって、輸出した後輸入すべ

きもの（無償のものに限る。） 



万円を超えるものはこの号に該当しない。 

（ニ）輸出令第４条第２項第二号ハに規定する「別表第２の２に掲げる貨物」の解釈は

［付表４］に、同号ホ及び同号チに規定する「別表第２の３第三号に掲げる貨物」

の解釈は［付表５］に掲げるところにより行う。 

なお、［付表４］中「アメリカ合衆国通貨○○ドルに相当する額を超えるものに

限る。」、及び［付表５］において定める金額の外国通貨又は電子決済手段等若し

くはその他の財産的価値への換算は別に定める換算率によるものとする。 

また、別表第２の３貨物省令第１３９条から第１５７条中に定める金額は、原則

として、商品を構成する最小単位となる箱やパッケージ、その他これらに相当する

ものの１単位当たりの金額とする。 

（ホ）北朝鮮を仕向地とする貨物については、輸出禁止措置の閣議決定の趣旨を踏まえ、 

「受取人の個人的使用に供される貨物」の該非については個別に判断するものとす

る。 

 （削除） 

 （削除） 

（５）～（１４） （略） 

４－２－４ ～ ４－３ （略） 

５ ～ １３ （略） 

 

［付表１］２－１－１（５）輸出令別表第２の解釈の表 

輸出令 

別表第 

２の項 

輸出令別表 

第２中解釈 

を要する語 

 

解           釈 

 

３３ うなぎの稚

魚 

一尾の体重が１３グラム以下のものをいう。 

３５ 附属書Ａに

掲げる物質 

グループⅠに属するクロロペンタフルオロエタン（フロン１１

５）、ジクロロジフルオロメタン（フロン１２）、ジクロロテト

ラフルオロエタン（フロン１１４）、トリクロロトリフルオロエ

タン（フロン１１３）又はトリクロロフルオロメタン（フロン１

１）並びにこれらが含まれた混合物であって、輸送用又は貯蔵用

のタンク、ボンベ、缶等の容器に入っているものをいう。 

 次のいずれかに該当するものを

除く。 

① エアゾール缶の噴射剤とし

て用いられているもの 

② 冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装

を超えるものはこの号に該当しない。 

（ニ）輸出令第４条第２項第二号ハに規定する「別表第２の２に掲げる貨物」の解釈は次

の表１に、同号ホに規定する「別表第２の３第三号に掲げる貨物」の解釈は次の表２

に掲げるところにより行う。 

なお、表１中「アメリカ合衆国通貨○○ドルに相当する額を超えるものに限る。」、

及び表２において定める金額の外国通貨又は電子決済手段等若しくはその他の財産

的価値への換算は別に定める換算率によるものとする。 

 

 

 

（ホ）北朝鮮を仕向地とする貨物については、輸出禁止措置の閣議決定の趣旨を踏まえ、

「受取人の個人的使用に供される貨物」の該非については個別に判断するものとす

る。 

  表１ 

表２ 

（５）～（１４） （略） 

４－２－４ ～ ４－３ （略） 

５ ～ １３ （略） 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



置及び冷凍・冷蔵プラントの冷

媒として用いられているもの 

③ 空調装置、冷却装置及びヒー

トポンプ等の冷媒又は熱媒体

として用いられているもの 

④ 発泡製品及びその原料に含

まれているもの 

グループⅡに属するブロモクロロジフルオロメタン（ハロン１２

１１）、ジブロモテトラフルオロエタン（ハロン２４０２）又は

ブロモトリフルオロメタン（ハロン１３０１）並びにこれらが含

まれた混合物であって、輸送用又は貯蔵用のタンク、ボンベ、缶

等の容器に入っているものをいう。 

 次のいずれかに該当するものを

除く。 

① 消火器の中に消火剤として

入っているもの 

② 消火装置に消火剤を送る目

的で接続されているボンベ又

はタンク等の容器の中に消火

剤として入っているもの 

附属書Ｂに

掲げる物質 

グループⅠに属するクロロトリフルオロメタン（フロン１３）、

クロロヘプタフルオロプロパン（フロン２１７）､ジクロロヘキ

サフルオロプロパン（フロン２１６）､テトラクロロジフルオロ

エタン（フロン１１２）、テトラクロロテトラフルオロプロパン

（フロン２１４）、トリクロロペンタフルオロプロパン（フロン

２１５）、ヘキサクロロジフルオロプロパン（フロン２１２）､ヘ

プタクロロフルオロプロパン（フロン２１１）、ペンタクロロト

リフルオロプロパン（フロン２１３）若しくはペンタクロロフル

オロエタン（フロン１１１）、グループⅡに属する四塩化炭素又

はグループⅢに属する１，１，１－トリクロロエタン（メチルク

ロロホルム）及びこれらが含まれた混合物であって、輸送用又は

貯蔵用のタンク、ボンベ、缶等の容器に入っているものをいう。 

 次のいずれかに該当するものを

除く。 

① エアゾール缶の噴射剤とし

て用いられているもの 

② 冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



置及び冷凍・冷蔵プラントの冷

媒として用いられているもの 

③ 空調装置、冷却装置及びヒー

トポンプ等の冷媒又は熱媒体

として用いられているもの 

④ 発泡製品及びその原料に含

まれているもの 

附属書Ｃの

グループⅠ

に属する物

質 

ジクロロフルオロメタン（ＨＣＦＣ－２１）、クロロジフルオロ

メタン（ＨＣＦＣ－２２）、クロロフルオロメタン（ＨＣＦＣ－

３１）、テトラクロロフルオロエタン（ＨＣＦＣ－１２１）、ト

リクロロジフルオロエタン（ＨＣＦＣ－１２２）、ジクロロトリ

フルオロエタン、（ＨＣＦＣ－１２３）、２，２－ジクロロ－１，

１，１－トリフルオロエタン（ＨＣＦＣ－１２３）、クロロテト

ラフルオロエタン（ＨＣＦＣ－１２４）、２クロロ－１，１，１，

２－テトラフルオロエタン（ＨＣＦＣ－１２４）、トリクロロフ

ルオロエタン（ＨＣＦＣ－１３１）、ジクロロジフルオロエタン

（ＨＣＦＣ－１３２）、クロロトリフルオロエタン（ＨＣＦＣ－

１３３）、ジクロロフルオロエタン（ＨＣＦＣ－１４１）、１，

１－ジクロロ－１－フルオロエタン（ＨＣＦＣ－１４１ｂ）、ク

ロロジフルオロエタン（ＨＣＦＣ－１４２）、１－クロロ－１，

１－ジフルオロエタン（ＨＣＦＣ－１４２ｂ）、クロロフルオロ

エタン（ＨＣＦＣ－１５１）、ヘキサクロロフルオロプロパン（Ｈ

ＣＦＣ－２２１）、ペンタクロロジフルオロプロパン（ＨＣＦＣ

－２２２）、テトラクロロトリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２

２３）、トリクロロテトラフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２２４）、

ジクロロペンタフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２２５）、３，３

－ジクロロ－１，１，１，２，２，－ペンタフルオロプロパン（Ｈ

ＣＦＣ－２２５ｃａ）、１，３－ジクロロ－１，１，２，２，３

－ペンタフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ）、クロロヘ

キサフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２２６）、ペンタクロロフル

オロプロパン（ＨＣＦＣ－２３１）、テトラクロロジフルオロプ

ロパン（ＨＣＦＣ－２３２）、トリクロロトリフルオロプロパン

（ＨＣＦＣ－２３３）、ジクロロテトラフルオロプロパン（ＨＣ

ＦＣ－２３４）、クロロペンタフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２

３５）、テトラクロロフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２４１）、

トリクロロジフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２４２）、ジクロロ

トリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２４３）、クロロテトラフル

オロプロパン（ＨＣＦＣ－２４４）、トリクロロフルオロプロパ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ン（ＨＣＦＣ－２５１）、ジクロロジフルオロプロパン（ＨＣＦ

Ｃ－２５２）、クロロトリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２５３）、

ジクロロフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２６１）、クロロジフル

オロプロパン（ＨＣＦＣ－２６２）、クロロフルオロプロパン（Ｈ

ＣＦＣ－２７１）並びにこれらが含まれた混合物であって、輸送

用又は貯蔵用のタンク、ボンベ、缶等の容器に入っているものを

いう。 

 次のいずれかに該当するものを

除く。 

① エアゾール缶の噴射剤とし

て用いられているもの 

② 冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装

置及び冷凍・冷蔵プラントの冷

媒として用いられているもの 

③ 空調装置、冷却装置及びヒー

トポンプ等の冷媒又は熱媒体

として用いられているもの 

④ 発泡製品及びその原料に含

まれているもの 

附属書Ｃの

グループⅡ

に属する物

質 

ジブロモフルオロメタン、ブロモジフルオロメタン、ブロモフル

オロメタン、テトラブロモフルオロエタン、トリブロモジフルオ

ロエタン、ジブロモトリフルオロエタン、ブロモテトラフルオロ

エタン、トリブロモフルオロエタン、ジブロモジフルオロエタン、

ブロモトリフルオロエタン、ジブロモフルオロエタン、ブロモジ

フルオロエタン、ブロモフルオロエタン、ヘキサブロモフルオロ

プロパン、ペンタブロモジフルオロプロパン、テトラブロモトリ

フルオロプロパン、トリブロモテトラフルオロプロパン、ジブロ

モペンタフルオロプロパン、ブロモヘキサフルオロプロパン、ペ

ンタブロモフルオロプロパン、テトラブロモジフルオロプロパ

ン、トリブロモトリフルオロプロパン、ジブロモテトラフルオロ

プロパン、ブロモペンタフルオロプロパン、テトラブロモフルオ

ロプロパン、トリブロモジフルオロプロパン、ジブロモトリフル

オロプロパン、ブロモテトラフルオロプロパン、トリブロモフル

オロプロパン、ジブロモジフルオロプロパン、ブロモトリフルオ

ロプロパン、ジブロモフルオロプロパン、ブロモジフルオロプロ

パン又はブロモフルオロプロパン並びにこれらが含まれた混合

物であって、輸送用又は貯蔵用のタンク、ボンベ、缶等の容器に

入っているものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 次のいずれかに該当するものを

除く。 

① 消火器の中に消火剤として

入っているもの 

② 消火装置に消火剤を送る目

的で接続されているボンベ又

はタンク等の容器の中に消火

剤として入っているもの 

附属書Ｃの

グループⅢ

に属する物

質 

ブロモクロロメタン及びこれらが含まれた混合物であって、輸送

用又は貯蔵用のタンク、ボンベ、缶等の容器に入っているものを

いう。 

 次のいずれかに該当するものを

除く。 

① 消火器の中の消火剤として

入っているもの 

② 消火装置に消火剤を送る目

的で接続されているボンベ又

はタンク等の容器の中に消火

剤として入っているもの 

附属書Ｅに

掲げる物質 

附属書Ｅに掲げる臭化メチル及び当該物質が含まれた混合物で

あって、輸送用又は貯蔵用のタンク、ボンベ、缶等の容器に入っ

ているものをいう。 

３５の

３ 

附属書Ⅲ上

欄に掲げる

化学物質 

２，４，５－Ｔ、２，４，５－Ｔ塩及び２，４，５－Ｔのエステ

ル化合物、アラクロール、アルジカルブ、アルドリン、アジンホ

スメチル、ビナパクリル、カプタホール、カルボフラン（別名Ｎ

－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチル－７

－ベンゾ［ｂ］フラニル）、クロルデン、クロルジメホルム、ク

ロロベンジレート、ＤＤＴ、ディルドリン、ジニトロ－オルト－

クレゾール（ＤＮＯＣ）及びジニトロ－オルト－クレゾール（Ｄ

ＮＯＣ）塩（アンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩等）、

ジノセブ、ジノセブ塩及びジノセブのエステル化合物、１，２－

ジブロモエタン（ＥＤＢ）、エンドスルファン、１，２－ジクロ

ロエタン、エチレンオキシド、フルオロアセトアミド、ＨＣＨ（異

性体混合物）、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、リンデン、

水銀化合物（無機水銀化合物、アルキル水銀化合物、アルキルオ

キシアルキル及びアリル水銀化合物を含む。）、メタミドホス、

モノクロトホス、パラチオン、ペンタクロロフェノール、ペンタ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



クロロフェノール塩及びペンタクロロフェノールのエステル化

合物、ホレート、テルブホス、トキサフェン、トリクロルホン（別

名ジメチル＝２，２，２－トリクロロ－１－ヒドロキシエチルホ

スホナート又はＤＥＰ）、ベノミル、カルボフラン及びチウラム

の全てを含有する粉剤、ホスファミドン、メチルパラチオン、石

綿（アクチノライト、アンソフィライト、アモサイト、クロシド

ライト、トレモライト）、商業用オクタブロモジフェニルエーテ

ル（ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニル

エーテルを含む。）、商業用ペンタブロモジフェニルエーテル（テ

トラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテ

ルを含む。）、デカブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモシ

クロドデカン、ペルフルオロオクタンスルホン酸、ペルフルオロ

オクタンスルホン酸塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド及

びペルフルオロオクタンスルホニル化合物（ペルフルオロオクタ

ンスルホン酸、ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム、ペル

フルオロオクタンスルホン酸リチウム、ペルフルオロオクタンス

ルホン酸アンモニウム、ペルフルオロオクタンスルホン酸ジエタ

ノールアンモニウム、ペルフルオロオクタンスルホン酸テトラエ

チルアンモニウム、ペルフルオロオクタンスルホン酸ジデシルジ

メチルアンモニウム、Ｎ－エチルペルフルオロオクタンスルホン

アミド、Ｎ－メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド、Ｎ－

エチルＮ－（２－ヒドロキシエチル）ペルフルオロオクタンスル

ホンアミド、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルペルフ

ルオロオクタンスルホンアミド、ペルフルオロオクタンスルホニ

ルフルオリドを含む。）、ペルフルオロオクタン酸、ペルフルオ

ロオクタン酸塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質（※）、ポ

リ臭化ビフェニル（ＰＢＢ）、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）、

ポリ塩化テルフェニル（ＰＣＴ）、短鎖塩素化パラフィン（炭素

数が１０から１３までのものであって、塩素の含有量が全重量の

４８パーセントを超えるものに限る。）、四エチル鉛、四メチル

鉛、トリス（２，３－ジブロモプロピル）＝ホスファート、トリ

ブチルスズ化合物（ビス（トリブチルスズ）＝オキシド、トリブ

チルスズ＝フルオリド、トリブチルスズ＝メタクリラート、トリ

ブチルスズ＝ベンゾアート、トリブチルスズ＝クロリド、トリブ

チルスズ＝リノレアート、トリブチルスズ＝ナフテナートを含む

全て）並びにこれらを含有する混合物又は製剤 

 次のいずれかに該当するものを

除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



① ベノミル、カルボフラン及び

チウラムの全てを含有する粉

剤であって、ベノミル７％以

上、カルボフラン１０％以上、

チウラム１５％以上を全て含

む粉剤でない場合 

② ホスファミドンであって１

リットルにつき１０００ｇを

超えて含有する液剤でない場

合 

③ メチルパラチオンであって、

１９．５％以上含有する乳剤で

なく、１．５％以上含有する粉

剤でない場合 

 （※）「ペルフルオロオクタン酸関連物質」の解釈は次のとおり

行う。 

・炭素原子（Ｃ）に結合する

直鎖状又は分岐状のペルフ

ルオロヘプチル基（Ｃ７Ｆ

１５）を構造要素の1つと

して有する関連物質（その

塩及びポリマーを含む。） 

・直鎖状又は分岐状のペルフ

ルオロオクチル基（Ｃ８Ｆ

１７）を構造要素の1つと

して有する関連物質（その

塩及びポリマーを含む。） 

以下の化合物は含まれない。 

・Ｃ８Ｆ１７―Ｘ,（Ｘ＝ Ｆ, Ｃ

ｌ, Ｂｒ）  

・Ｃ８Ｆ１７－Ｃ（＝０）ＯＨ、

Ｃ８Ｆ１７－Ｃ（＝０）０-Ｘ′

又は、Ｃ８Ｆ１７－ＣＦ２―

Ｘ′（Ｘ′＝ 任意の基（塩を

含む。）） 

・ペルフルオロオクタンスルホ

ン酸及びその誘導体（Ｃ８Ｆ１

７ＳＯ２Ｘ（Ｘ＝ ＯＨ、金属

塩（Ｏ-Ｍ+）、ハロゲン化物、

アミド、及びポリマーを含むそ

の他の誘導体）） 

化学物質の

審査及び製

造等の規制

に関する法

律（昭和48

年法律第 1

17号）第２

条第２項に

ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のも

のに限る。）、ヘキサクロロベンゼン、アルドリン、ディルドリ

ン、エンドリン、ＤＤＴ、クロルデン又はヘプタクロル（クロル

デン類）、ビス（トリブチルスズ）＝オキシド、Ｎ，Ｎ′－ジト

リル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－トリル－Ｎ′－キシリル

－パラ－フェニレンジアミン又はＮ，Ｎ′－ジキシリル－パラ－

フェニレンジアミン、２，４，６－トリ－ターシャリ－ブチルフ

ェノール、トキサフェン、マイレックス、ケルセン又はジコホル、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



規定する第

一種特定化

学物質 

ヘキサクロロブタ－１，３－ジエン、２－（２Ｈ－１，２，３－

ベンゾトリアゾール－２－イル）－４，６－ジ－ターシャリ－ブ

チルフェノール、ＰＦＯＳ又はその塩、ＰＦＯＳＦ、ペンタクロ

ロベンゼン、アルファ－ヘキサクロロシクロヘキサン、ベータ－

ヘキサクロロシクロヘキサン、ガンマ－ヘキサクロロシクロヘキ

サン、クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル、テトラブロモジ

フェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサブ

ロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル、エ

ンドスルファン又はベンゾエピン、ヘキサブロモシクロドデカ

ン、ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル、ポリ

塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０から１３までのものであっ

て、塩素の含有量が全重量の４８パーセントを超えるものに限

る。）、デカブロモジフェニルエーテル、ＰＦＯＡ若しくはペル

フルオロアルカン酸（構造が分枝であって、炭素数が８のものに

限る。）又はこれらの塩、ペルフルオロオクタン酸関連物質（ペル

フルオロオクチル＝ヨージド、８：２フルオロテロマーアルコー

ル、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第１条

第１項第３５号ハの規定に基づき化学物質を定める省令（令和６

年厚生労働省、経済産業省、環境省令第４号）に規定するもの）、

ペルフルオロ（ヘキサン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＨｘＳ）

若しくはペルフルオロ（アルカンスルホン酸）（構造が分枝であ

って、炭素数が６のものに限る。）又はこれらの塩並びにこれら

を含有する混合物又は製剤 

ヘキサクロロベンゼン、アル

ドリン、ディルドリン、エン

ドリン、ＤＤＴ、クロルデン

類、トキサフェン又はマイレ

ックス、ペンタクロロベンゼ

ン、アルファ－ヘキサクロロ

シクロヘキサン、ベータ－ヘ

キサクロロシクロヘキサン、

ガンマ－ヘキサクロロシクロ

ヘキサン、クロルデコンが使

用されている農薬取締法（昭

和２３年法律第８２号）第２

条第１項に規定する農薬を含

む。 

 

ヘキサクロロベンゼン、アル  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ドリン、ディルドリン、エン

ドリン、ＤＤＴ、クロルデン

類、トキサフェン又はマイレ

ックス、ＰＦＯＳ又はその塩、

ペンタクロロベンゼン、アル

ファ－ヘキサクロロシクロヘ

キサン、ベータ－ヘキサクロ

ロシクロヘキサン、ガンマ－

ヘキサクロロシクロヘキサ

ン、クロルデコンが使用され

ている医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律（昭和３５

年法律第１４５号）第２条第

１項に規定する医薬品、同条

第２項に規定する医薬部外品

又は同条第４項に規定する医

療機器を含む。 

ポリ塩化ビフェニルが使用さ

れている以下の製品を含む。 

① 潤滑油、切削油及び作動

油 

② 接着剤（動植物系のもの

を除く。）、パテ及び閉そ

く用又はシーリング用の充

填料 

③ 塗料（水系塗料を除く。）、

印刷用インキ及び感圧複写

紙 

④ 液体を熱媒体とする加熱

用又は冷却用の機器 

⑤ 油入変圧器並びに紙コン

デンサー、油入コンデンサ

ー及び有機皮膜コンデンサ

ー 

⑥ エアコンディショナー、

テレビジョン受信機及び電

子レンジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ポリ塩化ナフタレン（塩素数

が２以上のものに限る。）が

使用されている以下の製品を

含む。 

① 潤滑油及び切削油 

② 木材用の防腐剤、防虫剤

及びかび防止剤 

③ 塗料(防腐用、防虫用又は

かび防止用のものに限る。) 

 

アルドリン及びＤＤＴが使用

されている以下の製品を含

む。 

① 木材用の防腐剤、防虫剤

及びかび防止剤 

② 塗料（防腐用、防虫用又

はかび防止用のものに限

る。） 

 

ディルドリンが使用されてい

る以下の製品を含む。 

① 木材用の防腐剤、防虫剤

及びかび防止剤 

② 塗料（防腐用、防虫用又

はかび防止用のものに限

る。） 

③ 羊毛（脂付き羊毛を除

く。） 

 

クロルデン類が使用されてい

る以下の製品を含む。 

① 木材用の防腐剤及び防虫

剤 

② 木材用の接着剤 

③ 塗料（防腐用又は防虫用

のものに限る。） 

④ 防腐木材及び防虫木材 

⑤ 防腐合板及び防虫合板 

 

マイレックスが使用されてい

る木材用の防虫剤を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＰＦＯＳ又はその塩が使用さ

れている以下の製品を含む。 

① 航空機用の作動油 

② 糸を紡ぐために使用する

油剤 

③ 金属の加工に使用するエ

ッチング剤 

④ 圧電フィルタ又は半導体

の製造に使用するエッチン

グ剤 

⑤ メッキ用の表面処理剤及

びその調製添加剤 

⑥ 半導体の製造に使用する

反射防止剤 

⑦ 半導体用のレジスト 

⑧ 研磨剤 

⑨ 消火器、消火器用消火薬

剤及び泡消火薬剤 

⑩ 防虫剤（しろあり又はあ

りの防除に用いられるもの

に限る。） 

⑪ 業務用写真フィルム 

⑫ 印画紙 

 

テトラブロモジフェニルエー

テルが使用されている以下の

製品を含む。 

① 塗料 

② 接着剤 

 

ペンタブロモジフェニルエー

テルが使用されている以下の

製品を含む。 

① 塗料 

② 接着剤 

 

 ヘキサブロモシクロドデカン

が使用されている以下の製品

を含む 

① 防炎性能を与えるための

処理をした生地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②  生地に防炎性能を与え

るための調製添加剤 

③ 発泡ポリスチレンビーズ 

④ 防炎性能を与えるための

処理をしたカーテン 

  ペンタクロロフェノール又は

その塩若しくはエステルが使

用されている以下の製品を含

む。 

① 木材用の防腐剤、防虫剤

及びかび防止剤 

② 防腐木材、防虫木材及び

かび防止木材 

③ 防腐合板、防虫合板及び

かび防止合板 

④ にかわ 

 

  ポリ塩化直鎖パラフィン（炭

素数が１０から１３までのも

のであって、塩素の含有量が

全重量の４８パーセントを超

えるものに限る。）が使用さ

れている以下の製品を含む。 

① 潤滑油、切削油及び作動

油 

② 生地に防炎性能を与える

ための調製添加剤 

③ 樹脂用又はゴム用の可塑

剤 

④ 塗料（防水性かつ難燃性

のものに限る。） 

⑤ 接着剤及びシーリング用

の充塡料 

⑥ 皮革用の加脂剤 

 

  デカブロモジフェニルエーテ

ルが使用されている以下の製

品を含む。 

① 防炎性能を与えるための

処理をした生地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 生地、樹脂又はゴムに防

炎性能を与えるための調製

添加剤 

③ 接着剤及びシーリング用

の充塡料 

④ 防炎性能を与えるための

処理をした床敷物 

⑤ 防炎性能を与えるための

処理をしたカーテン 

⑥ 防炎性能を与えるための

処理をした旗及びのぼり 

  ＰＦＯＡ若しくはペルフルオ

ロアルカン酸（構造が分枝で

あって、炭素数が８のものに

限る。）又はこれらの塩が使用

されている以下の製品を含

む。 

① 耐水性能又は耐油性能を

与えるための処理をした紙 

② はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をし

た生地 

③ 洗浄剤 

④ 半導体の製造に使用する

反射防止剤 

⑤ 塗料及びワニス 

⑥ はつ水剤及びはつ油剤 

⑦ 接着剤及びシーリング用

の充塡料 

⑧ 消火器、消火器用消火薬

剤及び泡消火薬剤 

⑨ トナー 

⑩ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をし

た衣服 

⑪ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をし

た床敷物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑫ 床用ワックス 

⑬ 業務用写真フィルム 

  ペルフルオロオクタン酸関連

物質が使用されている以下の

製品を含む。 

① はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をし

た生地 

② 消泡剤 

③ はつ水剤、はつ油剤、防

汚剤及び繊維保護剤 

④ 光ファイバー及びそのコ

ーティング剤 

⑤ 消火器、消火器用消火薬

剤及び泡消火薬剤 

⑥ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をし

た衣服 

⑦ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をし

た床敷物 

⑧ 床用ワックス 

 

  ペルフルオロ（ヘキサン－１

－スルホン酸）（別名ＰＦＨｘ

Ｓ）若しくはペルフルオロ（ア

ルカンスルホン酸）（構造が分

枝であって、炭素数が６のも

のに限る。）又はこれらの塩が

使用されている以下の製品を

含む。 

① はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をし

た生地 

② 金属の加工に使用するエ

ッチング剤 

③ 半導体の製造に使用する

エッチング剤 

④ メッキ用の表面処理剤及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

［付表２］２－１－１の３（４）輸出令別表第２の３第一号の二の解釈の表 

びその調製添加剤 

⑤ 半導体の製造に使用する

反射防止剤 

⑥ 半導体用のレジスト 

⑦ はつ水剤、はつ油剤及び

繊維保護剤 

⑧ 消火器、消火器用消火薬

剤及び泡消火薬剤 

⑨ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をし

た衣服 

⑩ はつ水性能又ははつ油性

能を与えるための処理をし

た床敷物 

３５の

４ 

水銀に関す

る水俣条約

第３条１

（ａ）に規

定する水銀 

水銀と他の物質との混合物（水銀の合金を含む。）であって、水

銀の濃度が全重量の９５パーセント以上であるものを含む。 

 蛍光ランプ及び水銀ランプ等の

水銀が使用されている製品に含

まれる水銀を除く。 

これを部品

として使用

する製品 

 特定水銀使用製品が取り外され

ている状態のものを除く。 

３８ かすみ網 はり網の棚糸を有するものをいう。 

４０ 反  乱 外国政府に対する反乱を含

む。 

 

４３ 重要美術品 旧重要美術品等ノ保存ニ関ス

ル法律（昭和８年法律第４３

号）の第２条第１項の規定に

より認定されたもの又はこれ

と同等以上の価値を有するも

のをいう。 

 

輸 出

令 別

表 第

輸出令別表

第２の３中

解釈を要す

 

解      釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 



２ の

３ 第

一 号

の二 

る語 

イ 混合物 化粧品、シャンプー、調製界面活性剤、インキ、ペイント、接着

剤、調製不凍液又は調製潤滑剤等であって、個人的使用のため小

売用の包装（瓶、缶、チューブ等に詰められたもの）にしたもの

を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第一条中の

物質 

以下の物質の名称に併記する

（ ）内の米国化学会のCAS（

Chemical Abstracts Service

）登録番号のものを含む。 

カプサイシン（404-86-4）、ジ

ヒドロカプサイシン（19408-

84-5）、ホモカプサイシン

（58493-48-4）、ホモジヒドロ

カプサイシン（20279-06-5）、

ノルジヒドロカプサイシン

（28789-35-7）、シス−４−アセ

チルアミノジシクロヘキシル

メタン（37794-87-9） 

 

ロ 製造に用い

られる装置 

製造に用いることができる装置をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第二条第一

号中の反応

器 

内容物が漏れない構造である

ものをいい、次のいずれかに

該当するものを含む。 

イ バッチ式反応器 

ロ フロー式反応器 

ハ 半回分式反応器 

 

別表第２の

３貨物省令

第二条第一

号の二中の

連続式の反

応器 

原料物の受入、内容物の反応及び生成物の出口における回収を連

続して行うことができるものであって、出口と入口の配管取り付

けノズルを備え、複数の機器で構成されるものをいう。 

別表第２の

３貨物省令

組立品であって、流体モジュ

ール、ポンプ、バルブ、充填

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第二条第一

号の二中の

部分品 

層、かくはん機、圧力計及び

液―液分離装置を含む。 

別表第２の

３貨物省令

第二条第二

号中の貯蔵

容器 

密閉状態で貯蔵できるものをいう。 

 次のいずれかに該当するものを

除く。 

イ 他の貨物を運搬するために

使用されるものとして輸入し

たものであって、輸入した後返

送のため輸出するもの（無償の

ものに限る。） 

ロ 他の貨物を運搬するために

使用されるものとして輸出す

るものであって、輸出した後輸

入すべきもの（無償のものに限

る。） 

別表第２の

３貨物省令

第二条第六

号中の呼び

径 

内容物が弁に入る接続端と弁から出る接続端のいずれか小さい

方の接続端の呼び径をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第二条第七

号中のシー

ルレスポン

プ 

内容物が漏れない構造であるものをいう。 

別表第２の

３貨物省令

第二条第八

号中の最高

規定吐出し

量が１時間

につき１立

方メートル

を超えるも

の 

温度が摂氏０度かつ圧力が１０１．３０キロパスカルの状態にお

ける最高規定吐出し量で、１時間につき１立方メートルを超える

ものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２の

３貨物省令

第二条第八

号中のケー

シング 

弁箱（別名ボディともいう。）をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第二条第八

号中のケー

シングライ

ナー 

ケーシングと共に弁の部分品として用いられ、ケーシングを内容

物と接触させないためのものをいう。 

別表第２の

３貨物省令

第二条第八

号中の内容

物 

当該装置で制御又は誘導する化学物質（混合物を含む。）をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第二条第八

号中の内容

物と接触す

るすべての

部分 

内容物の漏れ防止のために用いられる交換可能な部分（ガスケッ

ト、パッキング、ねじ、シール、ワッシャー等をいう。）以外で内

容物と接触する全ての部分をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第二条第八

号中のふっ

素重合体 

ふっ素の含有量が全重量の３５パーセントを超えるふっ素重合

体（ゴム状のものを含む。）をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第二条第八

号中のカー

ボングラフ

ァイト 

非結晶質炭素と黒鉛から構成されたものであって、黒鉛を重量濃

度８パーセント以上含有したものをいう。 

別表第２の

３貨物省令

第二条第八

重量比でそれぞれタンタル、チタン、ジルコニウム又はニオブの

含有量が他の成分のいずれよりも多い合金をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



号中タンタ

ル合金、チ

タン合金、

ジルコニウ

ム合金、ニ

オブ合金 

別表第２の

３貨物省令

第二条第十

号中の部分

品及び附属

装置 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

ハ 製造に用い

られる装置 

製造に用いることができる装置をいう。 

物理的封じ

込めに用い

られる装置 

物理的封じ込めに用いることができる装置をいう。 

物理的封じ

込め施設に

おいて用い

られる防護

のための装

置 

物理的封じ込め施設において用いることができる防護のための

装置をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第三条第二

号中発酵槽 

バイオリアクター、ケモスタット又は連続培養方式を含む発酵装

置をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第三条第二

号及び第三

号中生物系

材料 

ウイルス、細菌、毒素、毒素のサブユニット、細菌又は菌類、病

原性を発現させるもの又は遺伝子をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第三条第三

デカンターを含む。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

［付表３］２－１－１の３（５）輸出令別表第２の３第二号の解釈の表 

号中遠心分

離機 

輸 出

令 別

表 第

２ の

３ 第

二号 

輸出令別表

第２の３中

解釈を要す

る語 

 

解           釈 

 

（１） 

 

 

 

 

エネルギー

密度 

平均出力（Ｗ）に放電時間（ｈ）を乗じて得た数値を、セルの質

量（ｋｇ）で除した数値をいい、公称電圧にアンペア時間で表し

た公称容量を乗じて得た数値を、キログラムで表した質量で除す

ことで計算される。公称容量が示されていない場合のエネルギー

密度は、公称電圧を二乗して得た数値に、時間で表した放電時間

を乗じ、かつ、オームで表した放電負荷とキログラムで表した質

量で除して計算することとする。 

セル 電気化学デバイスであって、正極、負極及び電解質を有し、かつ、

電気エネルギー源であるもののうち、バッテリーの基本的な構成

部品であるものをいう。 

一次セル 外部電源から充電できるように設計されていないものをいう。 

二次セル 外部電源から充電できるように設計されているものをいう。 

超電導電磁

石 

 医療用の磁気共鳴画像診断のた

めに設計したものを除く。 

（２） アナログ方

式のオシロ

スコープの

部分品 

特別に設計した以下の部品を

含む。 

イ プラグインユニット 

ロ 外部アンプ 

ハ プリアンプ 

ニ サプリングデバイス 

ホ 陰極線管 

他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（３） 別表第２の

３貨物省令

第６条第三

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



号中の部分

品 

（４） 

 

別表第２の

３貨物省令

第７条第二

号中の装置 

イメージングデバイス、光電

子素子、弾性波デバイスのよ

うなその他のデバイスの製造

に使用される装置、又はこれ

らの製造で使用するために改

造した装置を含む。 

 

材料の加工

装置 

 材料の加工装置であって、特別に

設計した石英製の炉管、炉ライナ

ー、パドル（攪拌棒）、ボート（特

別に設計した籠入れ方式のボー

トを除く。）、バブラー、カセッ

ト又はるつぼを除く。 

結晶の引上

げ装置及び

炉 

 拡散炉及び酸化炉を除く。 

バッチ方式 単一ウエハーの製造加工のために特別に設計したものではない

装置であって、同時に２枚以上のウエハーを加工することができ

るものをいう。 

単一ウエハ

ー方式 

単一ウエハーの製造加工のために特別に設計したものをいう。 

エッチングパラメータが各個

別のウエハーについて独立し

て決定できるものであって、

複数のウエハーを装填し加工

することができる装置を含

む。 

 

化学的気相

成長装置 

 減圧気相成長（LPCVD装置）、反

応性スパッタリング法を用いた

装置を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第７条第二

号イ（十）中

 電子ビーム蒸着装置及び汎用の

走査型電子顕微鏡を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



の電子ビー

ム装置 

ウエハーの

表面仕上げ

装置 

 半導体ウエハーの表面平坦化の

ために行う片面のラッピング研

磨装置を除く。 

マスク 電子ビーム、エックス線、紫外線、可視光の露光装置で使用され

るものをいう。 

別表第２の

３貨物省令

第７条第二

号ロ（四）１

及び２中の

装置 

 写真光学方式を用いたマスク製

造装置であって、1980 年１月１

日以前に商業用のものとして入

手できたもの又は同等以下の性

能を有するものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第７条第二

号ロ（五）中

の検査装置 

 汎用の走査型電子顕微鏡を除く

（ただし、自動パターン検査用に

特別に設計し、又は改造したもの

を除く。）。 

別表第２の

３貨物省令

第７条第二

号ロ（六）中

の露光装置 

 光学方式の接触型及び近接型の

マスク整列露光装置又は接触型

の画像転写装置を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第７条第二

号ロ（七）中

の装置 

電子ビーム、イオンビーム又はＸ線装置であって直接描画方式の

ものは、別表第２の３貨物省令第７条第二号イ（十）をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第７条第二

号ハ中の集

積回路の組

立用の装置 

 汎用の抵抗スポット溶接機を除

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５） 

 

 

別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号中の試験

装置及び検

査装置 

半導体素子以外（イメージン

グデバイス、光電子素子、弾

性波デバイスなど）の検査若

しくは試験に使用される装置

又はこれらの検査若しくは試

験で使用するために改造した

装置を含む。 

 

別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号イ中の検

査装置 

 汎用の走査型電子顕微鏡（自動パ

ターン検査用に特別に設計し、又

は改造したものを除く。）を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号ニ（一）中

の半導体素

子 

光電池及び太陽電池を含む。  

別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号ニ（二）中

の試験対象 

 次のいずれかに該当するものの

試験を行うために特別に設計し

たものを除く。 

イ メモリー 

ロ 家庭用及び娯楽用の組立品

又は電子組立品など 

ハ 貨物等省令第六条第一号か

ら第八号の四まで又は別表第

２の３貨物省令第４条イに該

当しない電子機器の部品、部分

品、組立品及び集積回路（当該

試験装置が使用者によるプロ

グラムの書換えが可能な計算

装置を組込んでいないものに

限る。）。 

別表第２の

３貨物省令

試験装置の最大デジタル動作周波数をいう。試験装置が非多重モ

ードにおいて転送することができる最大データ速度に等しい。試

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８条第二

号ニ（二）１

及び２中の

パターンレ

ート 

験速度、最大デジタル周波数又は最大デジタル速度ともいう。 

別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号ホ中のレ

ーザーシス

テム及び電

子ビーム試

験装置 

 走査型電子顕微鏡を除く（電源を

入れた半導体素子の非接触プロ

ーブのために特別に設計し、その

機能を備えたものを除く。）。 

（７） 別表第２の

３貨物省令

第１０条中

の電子計算

機及びその

附属装置 

 次のいずれかに該当するものを

除く。 

イ 他の装置に内蔵されたもの

であって、当該他の装置を稼働

するために必要不可欠である

もののうち、当該他の装置の主

要な要素（他の装置に内蔵され

ている電子計算機又は附属装

置の購入価格が当該他の装置

の販売価格の 35％を超えるこ

とをいう。）となっていないも

の 

ロ 他の装置に内蔵されたもの

であって、当該装置を稼働する

ために必要不可欠であるもの

のうち、その機能が当該装置の

信号処理又は画像強調に限定

されているもの 

ハ 輸出令別表第 1 の９の項

（１）から（３）まで、（５）か

ら（５の５）まで、又は輸出令別

表第２の３第二号（８）に掲げる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貨物のいずれかに内蔵されたも

のであって、当該装置を稼働する

ために必要不可欠であるもの 

別表第２の

３貨物省令

第１０条第

一号中の附

属装置並び

にこれらの

部分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１０条第

三号中の電

子計算機 

電子組立品及びプログラム可能な内部接続であって、加重最高性

能（APP）が別表第２の３貨物省令第１０条第二号に該当しない

もののうち、装置に組み込まれていない電子組立品として出荷さ

れるものに限る。 

 イ 電子組立品であって、その設

計内容により別表第２の３貨

物省令第１０条第七号に該当

する部品として使用するよう

に設計したものを除く。 

ロ デジタル電子計算機又はそ

れに関連する計算機の最大性

能が別表第２の３貨物省令第

１０条第二号を超えないよう

に設計又は改修したものを除

く。 

別表第２の

３貨物省令

第１０条第

六号中の附

属装置 

 内部相互接続機器（バックプレー

ン、バスなど）、受動的なデータ

転送接続機器、ローカルエリアネ

ットワーク用機器又は通信チャ

ネルコントローラーを除く。 

他の用途に用いることができる

ものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１０条第

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



七号中の部

分品 

（８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

二号中の伝

送通信装置 

次のイからヲのいずれかに該当するもの又はこれらを組み合わ

せたものからなるものであって、次のワからレのいずれかに該当

するものを伝送路とする単一又は複数チャネルの通信で使用す

るように設計したもの 

イ 無線装置（例えば、送信機、受信機及び送受信機） 

ロ 回線終端装置 

ハ 中継増幅器 

ニ 中継装置 

ホ 再生中継装置 

ヘ 符号変換装置（トランスコーダ） 

ト 多重化装置（統計的多重化を含む。） 

チ 変調器/復調器（モデム） 

リ 多重変換装置（CCITT 勧告 G701 参照） 

ヌ プログラム内蔵方式によるデジタル相互接続装置 

ル ゲートウェイ及びブリッジ 

ヲ メディアアクセスユニット 

ワ 電線（回線） 

カ 同軸ケーブル 

ヨ 光ファイバーケーブル 

タ 電磁放射 

レ 水中の音波伝播 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

二号中の部

分品及び附

属品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

二号イに掲

げる貨物 

 民間用の人工衛星システムに組

み込まれて用いられるように特

別に設計した装置を除く。 

別表第２の ローカルエリアネットワーク用の装置を組み込んでいる場合は、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３貨物省令

第１１条第

二号ニ中の

装置 

全ての通信インタフェースを対象とする。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

二号ホ（二）

中のアナロ

グ伝送方式

を用いたも

の で あ っ

て、帯域幅

が四五メガ

ヘルツを超

えるもの 

 商用テレビを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

二号へ（一）

及び（二）中

の無線送信

機又は無線

受信機 

 国際電気通信連合が割り当てた

26.5GHz から 31GHz までの間の

周波数帯域に適合する民生用の

装置を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

二号へ（三）

～（六）中の

無線送信機

又は無線受

信機 

 民間用の人工衛星システムに組

み込まれて用いられるように特

別に設計した装置を除く。 

国際電気通信連合が定める周波

数範囲のみ使用できるもののう

ち、960 MHz以下の周波数で使用

できるように設計したもの又は

総合伝送速度が8.5Mビット毎秒

以下のものを除く。 

プログラム

内蔵方式の

交換機能を有するデジタル入

出力の統計的な多重化装置を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



電子式交換

装置 

含む。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

三号中の部

分品及び附

属品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

三号ハ中の

多重レベル

の優先権及

びプリエン

プション 

 単一レベルの呼のプリエンプシ

ョンを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

三号チ中の

パケット交

換機又はル

ーター 

 規制値を超えないポート又は回

線のものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

三号チ（一）

中の通信制

御装置 

 別表第２の３貨物省令第１１条

第二号イで個々に規制されない

通信チャネルのみから構成され

る多重化複合リンクを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

五号中のト

ラフィック

制御 

統計的なトラフィック条件の

予測機能としてのトラフィッ

ク制御を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２の

３貨物省令

第１１条第

六号中のフ

ェーズドア

レーアンテ

ナ 

 国際民間航空機関の標準（マイク

ロ波着陸システム（MLS））に準

拠する計器を有する着陸管制シ

ステムを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

七号中の部

分品及び附

属品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第１１条第

八号中の部

分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（１１） 別表第２の

３貨物省令

第１４条中

の暗号装置 

貨物等省令第８条第九号に基づいて判定する。 

 貨物等省令第２１条第１項第九

号又は同項第九号の二に該当す

るプログラムのみにより第８条

第九号から第十一号までのいず

れかに該当する貨物の有する機

能と同等の機能を実現するもの

を除く。 

（１２） 別表第２の

３貨物省令

第１５条中

の部分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（１３） 別表第２の

３貨物省令

第１６条第

一号中の部

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分品 

（１５） 別表第２の

３貨物省令

第１８条中

の光学フィ

ルター 

 固定式のエアギャップ型フィル

ター又はリオフィルターを除く。 

（１６） 別表第２の

３貨物省令

第１９条第

五号ロ（二）

中の持続波

レーザー発

振器 

 多重横モードで発振する産業用

レーザー発振器であって、定格出

力が 2kW以下のもののうち、総

重量が 1,200kg を超えるものを

除く。総重量には、レーザー発振

器を機能させるために必要なす

べての部分品（例えば、レーザー

発振器、電源、熱交換器）を含み、

ビーム調整及びビームデリバリ

ーのための外部の光学器械又は

光学部品を除く。 

（１７） 別表第２の

３貨物省令

第２０条第

一号中の感

度 

機器固有のノイズフロア（測定可能な最も小さい信号）の二乗平

均平方根をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第２０条第

二号中の部

分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（１９） 別表第２の

３貨物省令

第２２条第

一号中の部

分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（２１） 別表第２の

３貨物省令

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２４条中

の部分品及

び附属品 

（２３） 別表第２の

３貨物省令

第２６条第

一号ふっ化

物 

光の吸収度合いの低い、光学部品の材料となる物質をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第２６条第

一号イ中の

ふっ化化合

物 

ふっ化ジルコニウム又はふっ

化アルミニウム及びこれらの

異性体を含む。 

 

（２４） 別表第２の

３貨物省令

第２７条中

の部分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（２６） 別表第２の

３貨物省令

第２９条第

一号中の空

気中で計測

された解像

度 

IEEE 規格 208/1960 又はこれと同等の規格で定める解像度をい

う。 

別表第２の

３貨物省令

第２９条第

六号中の部

分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第２９条第

七号中の部

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分品 

別表第２の

３貨物省令

第２９条第

十三号中の

部分品及び

附属品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（２７） 別表第２の

３貨物省令

第３０条第

二号中の部

分品及び附

属品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第３０条第

三号中の部

分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（２８） 別表第２の

３貨物省令

第３１条第

三号の航空

機用のガス

タービンエ

ンジン及び

その部分品 

 民間航空機に使用することにな

っている航空機用のガスタービ

ンエンジン及びその部分品であ

って、８年を超える期間において

民間航空機に使用されたものを

除く。 

別表第２の

３貨物省令

第３１条第

三号中の部

分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第３１条第

８年を超える期間において民

間航空機に使用されたものを

含む。 

他の用途に用いることができる

ものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



四号の航空

機の部分品 

別表第２の

３貨物省令

第３１条第

五号中の部

分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（２９） 別表第２の

３貨物省令

第３２条の

落下傘 

 スポーツ用のものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第３２条中

の部分品及

び附属装置 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（３０） 別表第２の

３貨物省令

第３３条中

の部分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（３３） 量子計算機 重ね合わせ、干渉、もつれなど、量子状態の集合的性質を利用し

て計算を行うものをいう。 

別表第２の

３貨物省令

第３６条第

一号中の部

分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

量子処理ユ

ニット、量

子ビット回

路、量子ビ

ットデバイ

ス 

超伝導方式、量子アニーリン

グ方式、イオントラップ方式、

光方式、シリコン・スピン方

式、冷却原子方式を含む。 

 

（３５） パウダーベ 選択的レーザー溶融法（SLM）、直接金属レーザー焼結法（DMLS）、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ッド方式 電子ビーム溶融法（EBM）によるものをいう。 

バインダー

ジェッティ

ング方式 

指向性エネルギー堆積法（DED）によるものをいう。 

エネルギー

材料の製造

用 

超音波押出しを用いた装置を

含む。 

 

液槽光重合

方式 

ステレオリソグラフィ（SLA）、又は、デジタルライトプロセッシ

ング（DLP）によるものいう。 

（３６） 印刷方式 プリンテッドエレクトロニクス又はプリンタブルエレクトロニ

クスともいう。 

（３７） 

 

微小な電気

機械システ

ム 

チップ形式のセンサー（圧力

膜、ベンディングビーム又は

マイクロアジャストデバイス

を含む。）を含む。 

 

（３９） 

 

ポンプ ゲッター型、ターボ分子型、拡散型、クライオ型、イオン型をい

う。 

超高真空装

置 

100ナノパスカル以下のものをいう。 

（４０） 極低温用に

設計した冷

却装置 

希釈冷凍機、断熱消磁冷凍機

及びレーザー冷却システムを

含む。 

 

別表第２の

３貨物省令

第４３条第

二号中の部

分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（４３） 数値制御 数値データ（通常、動作が進行中に読み取られる。）を扱う装置

によって行われるプロセスの自動制御をいう。（国際規格 ISO２

３８２（２０１５）参照） 

別表第２の

３貨物省令

第４６条第

複数の対象となる加工方法を行うことができる工作機械にあっ

ては、可能な全ての加工方法に対し、関係する全ての規制項目を

確認し判断すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



二号中の工

作機械 

旋削、フライス削り又は研削の能力に加えて積層造形の能力を有

する工作機械は、関係する規制項目を確認し判断すること。 

輪郭制御 次の必要な位置とその位置に至るための送り速度を規定する命

令に従って動作する２軸以上の数値制御運動をいう。これらの送

り速度は互いに関連して変化するので、必要な輪郭が生成され

る。（国際規格ISO２８０６（１９９４）参照） 

輪郭制御を

することが

できる軸数 

輪郭制御をするために同時に関連づけて制御できる補間軸の総

数をいう。 

電子制御装

置 

電子装置であって、工作機械

の有している運動制御機能と

組合わされることにより輪郭

制御をすることができるもの

を含む。 

 

電子制御装

置を取り付

けることが

できるもの 

電子制御装置を実装していな

い数値制御工作機械を含む。 

 

直線軸の全

長について

測定したと

きの位置決

め精度［別

表第２の３

貨物省令第

４６条第二

号ロ（一）、

（二）及び

（三）中の

位置決め精

度の測定方

法］ 

国際規格ISO２３０／２（２００６）の直線軸に関する測定方法

に基づき、下記の測定要件を追加して測定するものとする。 

イ 測定条件 

（一） 測定の１２時間前及び測定中においては、工作機械及び

位置決め精度測定装置は、同じ環境温度下に保つこと。予備

測定（慣らし運転）中に工作機械のスライドは、本測定と同

じ方法で周期的な連続運転を行うこと。ただし、工作機械の

機体の温度が室温、測定場所のフロアーの温度等に対して平

衡状態を保ち、かつ、当該工作機械の機体の温度が平衡に達

していることを確認することができれば、上記条件（測定前

に工作機械及び測定装置を同一環境温度下に置く時間）を満

足しなくともよい。 

（二） 工作機械は、輸出される形態で装備するすべての機械

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



的、電子的又はソフトウェアによる補正を行って測定するこ

と。 

（三） 測定に用いる測定装置の測定精度は、被測定の工作機械

の位置決め精度の４倍より良い精度であること。なお、レー

ザー測定装置を使用する場合には、温度、気圧、湿度等の影

響を避けるために、エアーセンサー及び物体温度センサーを

使用した自動補正又は手動補正を適宜行うこと。 

（四） スライド駆動のための電源は、次のすべてを満足するこ

と。 

１ 電源の電圧変動は、公称電圧のプラスマイナス１０パー

セント以下であること。 

２ 周波数変動は、標準周波数のプラスマイナス２ヘルツ以

下であること。 

３ 停電又は電源の遮断があった場合には、慣らし運転及び

測定を始めから行うこと。 

ロ 測定プログラム 

（一） 位置決め精度の測定中の送り速度（スライドの速度）は、

早送り速度とすること。ただし、鏡面仕上げ用工作機械にあ

っては、当該送り速度は、毎分５０ミリメートル以下とする

こと。 

（二） 位置決め精度の測定は、目標位置へ動くのにその都度出

発位置に戻ることなく、軸の可動範囲の一端からインクレメ

ンタルの方法で行うこと。 

（三） 一つの軸の位置決め精度の測定中にあっては、測定され

ていない軸のスライドを可動範囲の中央に置くこと。 

ハ 測定結果の表示方法 

位置決め精度の測定結果の表示には、国際規格 ISO２３０／２

（２００６）の表２（Typical test results）及び図２

（ Bidirectional accuracy and repeatability of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



positioning）に倣った表及び図を含み、実際に設定した測定条

件及び測定プログラムについても併せて表示すること。ただ

し、Repeatability（R）に関するものの表示を除く。 

ニ 測定結果の評価方法 

（一） 位置決め精度の数値は、国際規格ISO２３０／２（２０

０６）で記述されているAccuracy（A）の数値とする。 

（二） 位置決め精度の数値は、国際規格ISO２３０／２（２０

０６）に定義される測定の不確かさを考慮に入れない。 

旋削 被加工物を回転させて工具による切削を行うことをいう。 

被加工物を回転させて、工具

を用いて穴をくり広げること

を含む。 

 

フライス削

り 

回転工具を用いて切削を行うことをいう。 

回転工具を用いて穴をくり広

げることを含む。 

 

加工中に中

心線の他の

軸に対する

角度を変更

することが

できるスピ

ンドル 

工具を保持するティルティングスピンドルをいう。 

フライス削り又は研削をすることができる工作機械を対象とす

る。 

別表第２の

３貨物省令

第４６条第

三号イ（二）

中のスピン

ドル 

旋削をすることができる工作機械を対象とする。 

回転軸 ３６０度（１回転）以上回転

しない回転軸を含む。 

 

別表第２の

３貨物省令

第４６条第

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



四号中の部

分品 

両方向位置

決めの繰返

し性 

国際規格ISO２３０／２（工作機械の試験通則第２部）の２．１

１に規定された手順を使い、この条件の下で求められた軸に沿っ

た又はその周りの任意の位置での繰返し位置決め精度の最大値

をいう。 

（４４） クローキン

グ又は適応

型の迷彩に

用いられる

材料 

負の屈折率を持つ材料（メタ

マテリアルを含む。）を含む。 

 

（４５） 印刷方式 プリンテッドエレクトロニクス又はプリンタブルエレクトロニ

クスともいう。 

（４６） 放水砲を用

いた装置 

遠隔操作可能な放水砲が装備

された車両又は固定されたス

テーションであって、野外の

暴動からオペレーターを防護

するように設計された装甲、

飛散防止窓、金属スクリーン、

ブルバー又はランフラットタ

イヤ等の機能を有するものを

含む。 

 

（４９） 拘束のため

の器具 

スタンカフ、ショックベルト、

ショックスリーブ及び拘束椅

子等の身体の複数部位を拘束

する器具を含む。 

医療処置中に患者の動きを拘束

するために使用される医療器具、

医療施設において患者の身体を

拘束するための器具、安全ベル

ト、チャイルドシートその他安全

器具を除く。 

（５０） 別表第２の

３貨物省令

第５３条第

一号及び第

二号中の破

砕流体 

その組成は用いられる水圧破砕の手法によって異なり、ゲル状、

泡状又は水ベースの流体となる場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２の

３貨物省令

第５３条第

二号中のプ

ロパント 

破砕流体に添加される固形の材料（通常は処理された砂又は人工

のセラミック材料）であって、水圧破砕処理中又は処理後に、水

圧により生成された亀裂を支持するために設計されたものをい

う。 

（５３） 別表第２の

３貨物省令

第５６条第

三号から第

五号まで及

び第７号中

の部分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（５５） 生命又は身

体を防護す

るための装

置 

次のいずれかに該当するものをいう。 

イ 化学物質、生物系材料及び放射性物質から防護するために設

計されたものであって次のいずれかに該当するものとする。 

（一）ろ過及び給気式の全面型面体呼吸用防護具、これに使用

するろ過吸収缶、ろ過フィルター並びにこれらの除染を行

うための装置 

（二）防護服、防護手袋及び防護靴 

（三）探知又は識別のための装置 

ロ 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子

式の装置（貨物等省令第１３条第８項に掲げるものを除く。） 

 化学物質又は生物系材料から防

護するために設計されたもので

あって、小売用若しくは個人用に

包装されたもの又はラテックス

検査用手袋、ラテックス手術用手

袋、液体消毒用石鹸、使い捨ての

手術用無菌布、手術着、手術用フ

ットカバー、手術用マスクその他

医療用消耗品を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第５８条中

の部分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５６） 放射線写真

用の装置 

エックス線変換器及び輝尽性

蛍光体イメージングプレート

を含む。 

 

（５７） 複合材料 粒子、ウィスカー若しくは繊維又はこれらの組合せからなる相と

マトリックスとからなるものをいう。 

繊維 次のいずれかに該当するもの

を含む。 

イ 連続したモノフィラメン

ト、ヤーン、ロービング及

びトウ 

ロ テープ、ファブリック、

ランダムマット及びブレイ

ド 

ハ チョップされた繊維、ス

テープルファイバー、繊維

を集めて作ったブランケッ

ト 

ニ 単結晶又は多結晶のウィ

スカー（あらゆる長さのも

のを含む。） 

ホ 芳香族ポリアミドパルプ 

 

プリプレグ 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維に樹脂（熱硬化性樹脂又は熱可

塑性樹脂）又はピッチをマトリックスとして含浸した複合材料成

型用の中間基材（形状は問わない。）であって、加熱、加圧等によ

り成型品に成型できるものをいう。 

プリフォー

ム 

設計した成型品に近い形状に加工した複合材料成型用の中間基

材であって、樹脂又はピッチをマトリックスとして含浸したもの

をいう。 

（５８） 複合材料 （５７）の「複合材料」の解釈に同じ。 

別表第２の

３貨物省令

第６１条第

一号中の比

弾性率 

２３度プラスマイナス２度の温度及び５０パーセントプラスマ

イナス５パーセントの相対湿度のもとで測定されたニュートン

毎平方メートルで表されたヤング率をニュートン毎立方メート

ルで表された比重量で除した値をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２の

３貨物省令

第６１条第

二号中の比

強度 

２３度プラスマイナス２度の温度及び５０パーセントプラスマ

イナス５パーセントの相対湿度のもとで測定されたニュートン

毎平方メートルで表された最大引張り強さをニュートン毎立方

メートルで表された比重量で除した値をいう。 

（５９） ワクチン 人又は動物の疾病を防止するため、接種により免疫の機能を促進

するためのものであって、製造者又は使用者が所在する国の規制

当局の薬剤規格をもって認可を受けている医薬品で、販売又は臨

床試験の実施の認証を受けているものをいう。 

医療用のワクチンを含む。  

診断用又は

食品検査用

のキット 

診断又は公衆衛生を目的として特別に開発、包装又は販売された

ものをいう。 

（６０） 別表第２の

３貨物等省

令第６３条

第十一号中

の火工品の

うち、民生

用途のため

に設計した

もの 

煙火であって、次のいずれか

に該当するものを含む。 

イ 演劇又は舞台用の煙火 

ロ 特殊撮影用の煙火 

ハ 観賞用の煙火 

 

（６１） 診断用又は

食品検査用

のキット 

（５９）の「診断用又は食品検査用のキット」の解釈に同じ。 

別表第２の

３貨物省令

第６４条中

の貨物等省

令第２条第

１項第一号

から第三号

までの化学

物質 

１－１（７）の表の輸出令別表第１の項の欄の３の「解釈」に同

じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（６４） 別表第２の

３貨物省令

第６７条中

の自動的に

探知し、か

つ、識別す

るように設

計した電子

式の装置 

設計感度レベル又はオペレーターが選択する感度レベルで爆発

物又は起爆剤を探知する能力を有し、爆発物又は起爆剤が感度レ

ベル以上で探知された際の自動警報を備えるものをいう。 

次のいずれかの技術を利用し

たものを含む。 

イ エックス線の技術を用い

たもの 

ロ 核反応の技術を用いたも

の 

ハ 電磁気の技術を用いたも

の 

スキャンしている品目の無機／

有機カラーマッピングのような

表示のオペレーターの解釈に依

存する装置を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第６７条の

部分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（６５） 別表第２の

３貨物省令

第６８条第

一号中の動

作周波数 

ミリ波、準ミリ波とテラヘルツ周波数の領域として扱われる周波

数範囲にわたるものをいう。 

別表第２の

３貨物省令

第６８条の

部分品 

 他の用途に用いることができる

ものを除く。 

（６６） 別表第２の

３貨物省令

第６９条中

の米国国家

規格協会 

ANSI（American National Standards Institute）をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第６９条中

の米国軸受

製造者協会 

ABMA（American Bearing Manufacturers Association）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２の

３貨物省令

第６９条第

一号中の動

作温度 

ガスタービンエンジン運転後

の温度を含む。 

 

別表第２の

３貨物省令

第６９条第

二号中の米

国国家規格

協会又は米

国軸受製造

者協会で定

める精度が

Ｃｌａｓｓ

Ａ以上のも

の又はそれ

と同等の精

度を有する

もの 

インチ系で表した米国国家規

格協会若しくは米国軸受製造

者協会で定める精度がＣｌａ

ｓｓ００のもの又は日本産業

規格Ｂ１５１４－１で定める

精度の等級が２級のものを含

む。 

 

別表第２の

３貨物省令

第６９条第

五号中のふ

っ素重合体 

ポリテトラフルオロエチレン

（ＰＴＦＥ）を含む。 

 

（６７） 別表第２の

３貨物省令

第７０条中

の銅及びニ

ッケルの合

金 

銅の合金であって、ニッケルを含むもの（銅を主要な成分として、

副成分としてニッケルを含むもの。）をいう。 

（６９） 可搬型の発

電機 

コンクリートによる基礎の打設、ボルト固定等の据付工事を必要

としないものをいう。 

（７１） 別表第２の

３貨物省令

AGMA（American Gear Manufacturers Association）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７４条の

米国歯車製

造業者協会 

（７４） 別表第２の

３貨物省令

第７７条中

の 第 ４ ６

条、第７４

条から第７

６条までに

掲げる貨物

に使用する

ように特に

設計された

もの 

 計測用干渉計システム（閉ループ

又は開ループフィードバック機

能を有するものを除く。）であっ

て、レーザー光を用いて工作機

械、測定装置又はこれと同等の装

置のスライド運動誤差を測定す

るものを除く。 

（７５） アイソスタ

チックプレ

ス 

気体、液体、固体粒子等各種媒体を介して密閉された中空容器内

を加圧し、加工物又は材料に容器内のすべての方向から等しい圧

力を加えることができる装置をいう。 

（８５） オーステナ

イト系ステ

ンレス鋼 

３０４ステンレス鋼及び３１

６ステンレス鋼以外のオース

テナイト系ステンレス鋼を含

む。 

 

管 継手を含む。  

タンクその

他の容器 

 次のいずれかに該当するものを

除く。 

イ 他の貨物を運搬するために使

用されるものとして輸入した

ものであって、輸入した後返送

のため輸出するもの（無償のも

のに限る。） 

ロ 他の貨物を運搬するために使

用されるものとして輸出する

ものであって、輸出した後輸入

すべきもの（無償のものに限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

［付表４］４－２－２（４）（ニ）輸出令第４条第２項第二号ハに規定する「別表第２の２

に掲げる貨物」の解釈 

別表

第２

の２

の号 

貨物名 解釈（対象となる関税率表の番号等） 

１ 牛の肉（冷凍したものに限る。） ０２．０２ 

２ 魚のフィレ（冷凍したものであつ

て、経済産業大臣が告示で定める

ものに限る。） 

０３０４．８７のうちまぐろ 

３ キャビア及び魚卵から調製したキ

ャビア代用物 

１６０４．３１、１６０４．３２ 

４ アルコール飲料 ２２．０３から２２．０６まで、２２．０

８ 

５ 製造たばこ及び製造たばこ代用品 ２４．０２、２４０３．１１、２４０３．

１９ 

６ 香水類及びオーデコロン類 ３３．０３ 

７ 美容用、メーキャップ用又は皮膚

の手入れ用の調製品（日焼止め用

又は日焼け用の調製品を含み、医

薬品を除く。）及びマニキュア用又

はペディキュア用の調製品 

３３．０４ 

８ トランク、スーツケース、携帯用化

粧道具入れ、エグゼクティブケー

ス、書類かばん、通学用かばんその

他これらに類する容器（外面が革

製又はコンポジションレザー製の

ものに限る。） 

４２０２．１１、４２０２．９１ 

９ ハンドバッグ（外面が革製又はコ

ンポジションレザー製のものに限

る。） 

４２０２．２１、４２０２．９１ 

１０ 財布その他のポケット又はハンド

バッグに通常入れて携帯する製品

（外面が革製又はコンポジション

レザー製のものに限る。） 

４２０２．３１、４２０２．９１ 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１ 衣類及び衣類附属品（革製又はコ

ンポジションレザー製のものに限

る。） 

４２．０３ 

１２ 毛皮製のオーバーコートその他の

毛皮製品及び人造毛皮製品 

４３．０３、４３．０４（製品のものに限

る。） 

１３ じゆうたんその他の紡織用繊維の

床用敷物 

５７ 

１３

の２ 

つづれ織物（経済産業大臣が告示

で定めるものに限る。） 

つづれ織物であって、以下の輸出統計品

目番号に該当するもの（アメリカ合衆国

通貨５００ドルに相当する額を超えるも

のに限る。）に限る。 

５０．０７、５１．１１から５１．１３ま

で、５２０８．４９、５２０９．４９、５

２１０．４９、５２１１．４９、５２１２．

１４、５２１２．２４、５３０９．１９、

５３０９．２９、５３１０．９０、５３．

１１、５４０７．１０から５４０７．３０

まで、５４０７．４３、５４０７．５３、

５４０７．６１、５４０７．６９、５４０

７．７３、５４０７．８３、５４０７．９

３、５４０８．１０、５４０８．２３、５

４０８．３３、５５１２．１９、５５１２．

２９、５５１２．９９、５５１３．３１、

５５１３．３９、５５１４．３０、５５．

１５、５５１６．１３、５５１６．２３、

５５１６．３３、５５１６．４３、５５１

６．９３、５７０２．１０、５７０２．２

０、５７０２．５０、５７０２．９１、５

７０２．９２、５７０２．９９、５７０５．

００、５８０５．００、５８０６．２０か

ら５８０６．３９まで、５８０７．１０、

５８０９．００、５９．０１、５９．０３、

５９０６．９９、５９０７．００、６２、

６３．０１、６３０２．３１から６３０２．

３９まで、６３０２．５１から６３０２．

５９まで、６３０２．９１から６３０２．

９９まで、６３０３．９１から６３０３．

９９まで、６３０４．１９、６３０４．９

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２から６３０４．９９まで、６３．０７、

６３．０９に該当するもの 

１３

の３ 

磁器製の食卓用品（経済産業大臣

が告示で定めるものに限る。） 

６９１１．１０（食卓用品（アメリカ合衆

国通貨１００ドルに相当する額を超える

ものに限る。）に限る。） 

１４ ガラス製品（鉛ガラス製のもので

あつて、経済産業大臣が告示で定

めるものに限る。） 

７０１３．２２、７０１３．３３、７０１

３．４１、７０１３．９１、７１．１７（鉛

ガラス製のものに限る。） 

１５ 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴

石、特定金属（銀、金、白金、イリ

ジウム、オスミウム、パラジウム、

ロジウム及びルテニウムをいう。

以下同じ。）及び特定金属を張つた

金属並びにこれらの製品 

７１．０１から７１．１６まで 

１６ 携帯用のデジタル式自動データ処

理機械（少なくとも中央処理装置、

キーボード及びディスプレイから

成るものに限る。） 

８４７１．３０ 

１７ マイクロホン及びそのスタンド、

拡声器、ヘッドホン及びイヤホン、

マイクロホンと拡声器を組み合わ

せたもの、可聴周波増幅器並びに

電気式音響増幅装置 

８５．１８ 

１８ 音声再生機、録音機及びビデオの

記録用又は再生用の機器並びにこ

れらの部分品及び附属品 

８５．１９、８５．２１、８５．２２ 

１９ 録音その他これに類する記録用の

媒体（写真用又は映画用のものを

除き、録音その他これに類する記

録をしたものを含む。） 

８５．２３（８５２３．５２を除く。） 

２０ ビデオカメラレコーダー及びデジ

タルカメラ 

８５２５．８１から８５２５．８９まで 

（テレビジョンカメラを除く。）、８８０

６．２１から８８０６．９９まで（ビデオ

カメラレコーダー及びデジタルカメラに

限る。） 

２１ ラジオ放送用受信機（無線電話又 ８５．２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



は無線電信を受信することができ

るものを含む。） 

２２ テレビジョン受像機器（カラーの

ものであつて、経済産業大臣が告

示で定めるものに限る。）並びにビ

デオモニター（カラーのものに限

る。）及びビデオプロジェクター 

８５２８．４９（カラーのものに限る。）、

８５２８．５９（カラーのものに限る。）、

８５２８．６９、８５２８．７１（カラー

のものであって、放送用のものに限る。）、

８５２８．７２（放送用のものに限る。） 

２３ 乗用自動車及び雪上走行用に特に

設計した車両（雪上走行用に特に

設計した車両にあつては、経済産

業大臣が告示で定めるものに限

る。） 

８７．０３（８７０３．１０は、雪上走行

用に特に設計した車両に該当するスノー

モービル（アメリカ合衆国通貨２０００

ドルに相当する額を超えるものに限る。）

に限る。） 

２４ モーターサイクル（モペットを含

む。）及び補助原動機付きの自転車 

８７．１１（サイドカー（片側に一個の車

輪を有し、また、反対側には自転車又はモ

ーターサイクルに取り付けてそれらの側

面を走行させるための連結器を備えてい

るもの）を除く。） 

２５ ヨットその他の娯楽用又はスポー

ツ用の船舶及びカヌー 

８９．０３（櫓櫂船を除く。） 

２６ 写真機（一眼レフレックスのもの

に限る。） 

９００６．５３、９００６．５９ 

２７ 映画用の撮影機及び映写機 ９０．０７ 

２８ 投影機、写真引伸機及び写真縮小

機（映画用のものを除く。） 

９０．０８ 

２９ 映写用又は投影用のスクリーン ９０１０．６０ 

３０ 腕時計、懐中時計その他の携帯用

時計（ストップウォッチを含む。） 

９１．０１、９１．０２ 

３１ 楽器並びにその部分品及び附属品 ９２ 

３１

の２ 

運動用具並びにその部分品及び附

属品（経済産業大臣が告示で定め

るものに限る。） 

６４．０１から６４．０５までに該当する

もののうち、①から④までのいずれかに

掲げるものに限る。 

① スケート靴 

本底にアイススケート部品又はローラ

ースケート部品を取り付けることができ

るように合金板等が挿入されている靴 

② スキー靴及びスノーボードブーツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



爪先部分又はかかと部分にスキー及び

スノーボード締具を取り付けることがで

きるような構造を有している靴 

③ レスリングシューズ及びボクシング

シューズ 

以下（イ）から（ニ）までのすべてに該

当する靴で、形状、機能等を総合的に判断

して、レスリング及びボクシングに直接

使用することを目的とするものであると

認められる靴 

（イ）平底で、本底の表面がすべり止め

成型されているもの又は本底の表面

にすべり止め素材を使用しているも

の 

（ロ）甲の爪先部分若しくはかかと部分

の外面が補強されているもの（材料を

問わない。）又は甲の一部が本底材と

の一体成型により補強されているも

の 

（ハ）甲締め部分がひも締めのもの 

（ニ）足入れ口がくるぶし以上まである

もの 

④ スポーツ活動用として製造した履物

（スパイク、スプリッグ、ストップ、ク

リップ、バーその他これらに類する物

品を取り付けてあるもの及び取り付け

ることができるものに限る。） 

例：スパイクシューズ類 

・陸上競技用スパイクシューズ 

・陸上投てき用シューズ 

・野球用スパイクシューズ 

・ゴルフシューズ 

・サッカーシューズ 

・ラグビーシューズ 

・アメリカンフットボールシューズ 

等 

注：以下のものは含まれない。 

・ジョギングシューズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・テニスシューズ 等 

  ９５．０６ 

３２ 万年筆 ９６０８．３０（製図用のペン（墨汁を使

用するものに限る。）を除き、 ペン軸の

内部に保持したインクが毛細管現象によ

りスリットの入ったペン芯を通じてペン

先に持続的に供給される構造を持ったペ

ンに限る。） 

３３ 美術品、収集品及びこつとう ９７ 

 

［付表５］４－２－２（４）（ニ）輸出令第４条第２項第二号ホ及びチに規定する「別表

第２の３第三号に掲げる貨物」の解釈 

輸出令

別表第

２の３

第三号

の細目 

 

貨物名 

 

解釈（対象となる関税率表の番号等） 

 

イ アルコール飲料及びエチルア

ルコール 

２２．０３、２２．０４（２２０４．２２及

び２２０４．３０を除く。）、２２．０５、２

２．０６、２２０７．１０、２２．０８ 

（４万円を超えるものに限る。） 

ロ 葉巻たばこ、シェルート、シガ

リロ及び紙巻たばこ（たばこ又

はたばこ代用物から成るもの

に限る。） 

２４．０２（２４０２．２０を除く。） 

（４万円を超えるものに限る。） 

 

ハ 香水類、オーデコロン類その他

の調製香料及び美容用、メーキ

ャップ用又は皮膚の手入れ用

の調製品その他の化粧品類 

３３．０３、３３．０４（３３０４．３０を

除く。）、３３０７．９０ 

（４万円を超えるものに限る。） 

ニ トランク、スーツケース、携帯

用化粧道具入れ、エグゼクティ

ブケース、書類かばん、通学用

かばん、ハンドバッグ、財布そ

の他これらに類する容器及び

ズボンつりその他の衣類附属

４２．０２（４２０２．９２を除く。）、４２

０３．４０ 

（４万円を超えるものに限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



品 

ホ 毛皮製のオーバーコートその

他の毛皮製品 

４３．０３ 

（４万円を超えるものに限る。） 

へ じゆうたんその他の紡織用繊

維の床用敷物 

５７（５７０２．４９を除く。） 

（４万円を超えるものに限る。） 

ト つづれ織物 ５８．０５ 

（４万円を超えるものに限る。） 

チ スキースーツ、水着、絹製のブ

ラウスその他の衣類及び絹製

のショールその他の衣類附属

品 

６１１０．３０、６１．１２、６２０６．１

０、６２１１．１１から６２１１．２０まで、

６２１３．９０、６２１４．１０、６２１５．

１０ 

（１０万円を超えるものに限る。） 

リ スキー靴、スポーツ用の履物そ

の他の履物 

６４０１．９２、６４．０２（６４０２．２

０及び６４０２．９１を除く。）、６４．０３、

６４．０４（６４０４．１９を除く。）、６４

０５．１０ 

（１０万円を超えるものに限る。） 

ヌ 革製その他の材料製の帽子（安

全帽子並びにゴム製及びプラ

スチック製のものを除く。） 

６５０６．９９ 

（１０万円を超えるものに限る。） 

ル 磁器製の食卓用品その他の陶

磁製品 

６９．１１、６９．１４ 

（４万円を超えるものに限る。） 

ヲ ガラス製品（鉛ガラス製のもの

に限る。） 

７０１３．２２、７０１３．３３、７０１３．

４１、７０１３．９１ 

（４万円を超えるものに限る。） 

ワ 天然又は養殖の真珠、貴石及び

半貴石並びにこれらの製品、銀

及び金並びにこれらの製品、特

定金属（銀及び金を除く。）の製

品並びに特定金属を張つた金

属の製品 

７１．０１、７１０２．１０、７１．０３、

７１０４．９１、７１．０６（７１０６．１

０を除く。）、７１０８．１３、７１．１３、

７１．１４（７１１４．１１を除く。）、７１

１５．９０、７１．１６ 

（金を主たる材料とする物を除き、４万円を

超えるものに限る。） 

カ 船舶推進用エンジン及びその

部分品並びに携帯用の自動デ

ータ処理機械（少なくとも中央

処理装置、キーボード及びディ

８４０７．２１、８４０７．２９、８４０８．

１０、８４０９．９１（船舶推進用エンジン

に使用する部分品に限る。） 

（１３０万円を超えるものに限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第１～別表第７ （略） 

スプレイから成るものに限

る。） 

８４７１．３０ 

（４万円を超えるものに限る。） 

ヨ 乗用自動車その他の自動車、モ

ーターサイクル（モペットを含

む。）、補助原動機付きの自転車

及びサイドカー並びにこれら

の部分品及び附属品 

８７．０３ 

（６００万円を超えるものに限る。） 

８７．０６（乗用自動車用のものに限る。）、

８７０７．１０ 

（２００万円を超えるものに限る。） 

８７．１１（８７１１．１０を除く。） 

（６０万円を超えるものに限る。） 

８７１４．１０ 

（２０万円を超えるものに限る。） 

タ 呼吸用機器及びガスマスク（機

械式部分及び交換式フィルタ

ーのいずれも有しない保護用

マスクを除く。） 

９０．２０ 

（４万円を超えるものに限る。） 

レ 腕時計、懐中時計その他の携帯

用時計（ストップウォッチを含

み、ケースに特定金属又は特定

金属を張つた金属を使用した

ものに限る。）及びその部分品 

９１．０１、９１１１．１０、９１１１．９

０（特定金属（銀、金、白金、イリジウム、

オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテ

ニウムをいう。以下同じ。）又は特定金属を張

った金属を使用したケースの部分品に限

る。）、９１１３．１０ 

（４万円を超えるものに限る。） 

ソ グランドピアノ ９２０１．２０ 

（２０万円を超えるものに限る。） 

ツ 美術品、収集品及びこつとう ９７（金貨その他金を主たる材料とする物を

除く。） 

（４万円を超えるものに限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１～別表第７ （略） 

  



（別紙２） 

「ベラルーシ、ロシア又はウクライナ等を仕向地とする輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○ベラルーシ、ロシア又はウクライナ等を仕向地とする輸出承認について（令和５年１２月２０日付け輸出注意事項２０２３第２５号） 

改 正 後 現   行 

３ 輸出の承認 

上記１に該当する輸出は、原則として承認しない。ただし、次のいずれかに該当する場

合には、承認を行うことがある。 

①～⑦ （略） 

⑧ 最終需要者が法人の場合であって、当該法人の全ての株式を日本又は外国為替令第

１８条第３項の経済産業大臣が指定する役務取引等（平成２２年経済産業省告示第

９３号。以下「役務取引等告示」という。）別表第三に掲げる国・地域の法人が出資

した法人（合弁を含む。）向けの輸出 

⑨ （略） 

 

なお、上記の承認は、次の輸出承認基準により行う。 

１～５ （略） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

様式３ 

                                                    年 月 日 

経済産業大臣 殿 

住所： 

氏名： 

 

誓約書 

 

３ 輸出の承認 

上記１に該当する輸出は、原則として承認しない。ただし、次のいずれかに該当する場

合には、承認を行うことがある。 

①～⑦ （略） 

⑧ 最終需要者が法人の場合であって、当該法人の全ての株式を日本又は別表に掲げる

国・地域の法人が出資した法人（合弁を含む。）向けの輸出 

 

 

⑨ （略） 

 

なお、上記の承認は、次の輸出承認基準により行う。 

１～５ （略） 

 

（別表） 

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロ

ス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、

ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブ

ルク、マルタ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、

ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメ

リカ合衆国 

 

様式３ 

                                                    年 月 日 

経済産業大臣 殿 

住所： 

氏名： 

 

誓約書 

 



今般申請する    向け貨物の輸出に関して、提出した書類の内容は全て真正であり、

下記の内容に相違ないことを誓約します。 

 

記 

１・２ （略） 

３ 誓約事項（当てはまる□にチェック） 

  当該貨物は、輸出先において下記の用途に使用されます。 

□（略） 

□政府間で輸出するもの（宇宙協力等の非軍事分野における政府間協力等） 

□最終需要者が法人の場合であって、当該法人の全ての株式を日本又は役務取引

等告示別表第三に掲げる国・地域の法人が出資した法人（合弁を含む。）向けの

輸出 

□我が国のエネルギー安全保障のため特に必要なもの（ロシアの軍事侵略能力へ

の直接的な貢献が認められない場合であって、サハリン１、サハリン２及びア

ークティックＬＮＧ２プロジェクトの遂行上欠くことのできないものとして

資源エネルギー庁が認めるものに限る。） 

   

   （削除） 

 

 

 

今般申請する    向け貨物の輸出に関して、提出した書類の内容は全て真正であり、

下記の内容に相違ないことを誓約します。 

 

記 

１・２ （略） 

３ 誓約事項（当てはまる□にチェック） 

  当該貨物は、輸出先において下記の用途に使用されます。 

□（略） 

□政府間で輸出するもの（宇宙協力等の非軍事分野における政府間協力等） 

□最終需要者が法人の場合であって、当該法人の全ての株式を日本又は別紙に掲

げる国・地域の法人が出資した法人（合弁を含む。）向けの輸出 

□我が国のエネルギー安全保障のため特に必要なもの（ロシアの軍事侵略能力へ

の直接的な貢献が認められない場合であって、サハリン１、サハリン２及びア

ークティックＬＮＧ２プロジェクトの遂行上欠くことのできないものとして

資源エネルギー庁が認めるものに限る。） 

   

   （別紙） 

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロア

チア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フラ

ンス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民

国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ニュー

ジーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバ

キア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合

衆国 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙３） 

「化学物質の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○化学物質の輸出承認について（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第３号） 

改 正 後 現   行 

別紙第１ 

 

１ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（１）に掲げる貨物（ロッテルダム条約附属

書Ⅲに掲げる化学物質（「輸出貿易管理令の運用について」［付表１］の３５の３の項

の「附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質」の解釈の欄に規定する当該化学物質を含有する混

合物又は製剤を含む。））  

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

分類 ＰＯＰｓ 

条約対象 

（略） （略） （略） （略） 

 

２～４ （略） 

 

５ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（６）に掲げる貨物（化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質（「輸出貿易管理

令の運用について」［付表１］の３５の３の項の「化学物質の審査及び製造等の規制に

関する法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規定する混合物

又は製剤及び製品を含む。）） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

ＰＯＰｓ 

条約対象 

（略） （略） （略） 
 

別紙第１ 

 

１ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（１）に掲げる貨物（ロッテルダム条約附属

書Ⅲに掲げる化学物質（「輸出貿易管理令の運用について」２－１－１の（５）の表の

３５の３の項の「附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質」の解釈の欄に規定する当該化学物質

を含有する混合物又は製剤を含む。）） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

分類 ＰＯＰｓ 

条約対象 

（略） （略） （略） （略） 

 

２～４ （略） 

 

５ 輸出貿易管理令別表第２の３５の３の項（６）に掲げる貨物（化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質（「輸出貿易管理

令の運用について」２－１－１の（５）の表の３５の３の項の「化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律第２条第２項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規

定する混合物又は製剤及び製品を含む。）） 

化学物質の名称 
ＣＡＳ番号 

（例示） 

ＰＯＰｓ 

条約対象 

（略） （略） （略） 
 

 

  



（別紙４） 

 

「外国為替及び外国貿易法第25条第6項の規定に基づくロシア又はベラルーシ等に係る役務取引許可について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○外国為替及び外国貿易法第25条第6項の規定に基づくロシア又はベラルーシ等に係る役務取引許可について（令和５年１２月２０日付け輸出注意事項２０２３第２４号） 

改 正 後 現   行 

４ 役務取引の許可 

 上記１の役務取引については原則として許可しない。ただし、次のいずれかに該当す

る場合には、許可を行うことがある。 

①～⑧ （略） 

⑨最終需要者が法人の場合であって、当該法人の全ての株式を日本又は役務取引等告示

別表第三に掲げる国・地域の法人が出資した法人（合弁を含む。）を取引の相手等とす

るもの（ソフトウェアのアップデートを含む。） 

⑩ （略） 

 

別表１ 役務取引等告示別表第一中解釈を要する語 

解釈を 

要する語 

解釈 

（削除）  （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実時間処理 （略） 

（略） （略） 

同期光伝送網 （略） 

第九号の規定

中のプログラ

次のイ又はロのいずれかに該当するものに限る。 

イ プログラムであって、次の（一）から（三）までの

 

４ 役務取引の許可 

 上記１の役務取引については原則として許可しない。ただし、次のいずれかに該当す

る場合には、許可を行うことがある。 

①～⑧ （略） 

⑨最終需要者が法人の場合であって、当該法人の全ての株式を日本又は別表２に掲げる

国・地域の法人が出資した法人（合弁を含む。）を取引の相手等とするもの（ソフトウ

ェアのアップデートを含む。） 

⑩ （略） 

 

別表１ 役務取引等告示別表第一中解釈を要する語 

解釈を 

要する語 

解釈 

技術  輸出貿易管理令別表第２の３に掲げる貨物（以下の

イ、ロ又はハのいずれかに該当するものに限る。）の

据付、操作及び保守点検のための必要最小限の技術

（プログラムのうちソースコードのものを除く。）で

あって、当該貨物を輸出する者が、当該輸出する貨

物を使用するためのものとして、当該輸出に直接伴

ってする取引において提供するものを除く。 

イ 輸出貿易管理令第２条第１項の規定に基づき承

認を取得したもの 

ロ 輸出貿易管理令第４条第２項の規定が適用され

るもの 

ハ 運用通達２－１－１の３（３）又は（５）の規

定により、輸出貿易管理令別表第２の３に掲げる

品目に含まれないもの 

実時間処理 （略） 

（略） （略） 

同期光伝送網 （略） 

（新設） （新設） 

 

 

 



ム 全てに該当するもの 

（一） 購入に際して何らの制限を受けず、店頭に

おいて又は郵便、信書便事業者（民間事業者によ

る信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９

９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者

又は同条第９項に規定する特定信書便事業者をい

う。）による同条第２項に規定する信書便若しくは

電気通信の送信による注文により、販売店の在庫

から販売されるもの又は使用者に対し何らの制限

なく無償で提供されるもの 

（二） 当該プログラムの有する暗号機能が当該プ

ログラムを使用する者によって変更できないもの 

（三） 当該プログラムの有する暗号機能の使用に

際して当該プログラムの供給者又は販売店の技術

支援が不要であるように設計されているもの 

ロ 貨物等省令第８条第九号ヘ（一）に該当する貨物

のために設計したプログラムであって、同号ヘに該

当する部分品の実行形式のもの（ファームウェアを

いう。装置の上で動作するプログラムのみで機能完

結したものを除く。）のうち、次の（一）から（三）

までの全てに該当するもの 

（一） 情報システムのセキュリティ管理機能が当

該プログラムの主たる機能ではないもの 

（二） 貨物等省令第８条第九号ヘ（一）に該当する

貨物の有する暗号機能を変更せず、当該貨物に新

しい暗号機能を追加しないもの 

（三） 当該プログラムの機能が固定されており、

特定の使用者の仕様のために設計又は改造されて

いないもの 

ＥＲＰ enterprise resource planningをいう。 

ＣＲＭ customer relationship managementをいう。 

ＢＩ business intelligenceをいう。 

ＳＣＭ supply chain managementをいう。 

ＥＤＷ enterprise data warehouseをいう。 

ＣＭＭＳ computerized maintenance management systemをいう。 

ＰＬＭ product lifecycle managementをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） （新設） 

（新設） （新設） 

（新設） （新設） 

（新設） （新設） 

（新設） （新設） 

（新設） （新設） 

（新設） （新設） 



ＢＩＭ building information modellingをいう。 

ＥＴＯ engineer to orderをいう。 
 

（新設） （新設） 

（新設） （新設） 
 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

様式２ 

                                                   年 月 日 

経済産業大臣 殿 

住所： 

氏名： 

 

誓約書 

 

今般申請する     との役務取引に関して、提出した書類の内容は全て真正であ

り、下記の内容に相違ないことを誓約します。 

 

記 

１・２ （略） 

３ 誓約事項（当てはまる□にチェック） 

  当該役務は、提供先において下記の用途に使用されます。 

 

□（略） 

□政府間の輸出に伴うもの（宇宙協力等の非軍事分野における政府間協力等） 

□最終需要者が法人の場合であって、当該法人の全ての株式を日本又は役務取引等告示別

表第三に掲げる国・地域の法人が出資した法人（合弁を含む。）を取引の相手等とするも

の（ソフトウェアのアップデートを含む。） 

□我が国のエネルギー安全保障のため特に必要なもの（ロシアの軍事侵略能力への直接的

な貢献が認められない場合であって、サハリン１、サハリン２及びアークティックＬＮ

Ｇ２プロジェクトの遂行上欠くことのできないものとして資源エネルギー庁が認める

ものに限る。） 

 

（削除） 

別表２ 

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロ

ス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハ

ンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、

マルタ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニ

ア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国 

 

 

様式２ 

                                                   年 月 日 

経済産業大臣 殿 

住所： 

氏名： 

 

誓約書 

 

今般申請する     との役務取引に関して、提出した書類の内容は全て真正であ

り、下記の内容に相違ないことを誓約します。 

 

記 

１・２ （略） 

３ 誓約事項（当てはまる□にチェック） 

  当該役務は、提供先において下記の用途に使用されます。 

 

□（略） 

□政府間の輸出に伴うもの（宇宙協力等の非軍事分野における政府間協力等） 

□最終需要者が法人の場合であって、当該法人の全ての株式を日本又は別紙に掲げる国・

地域の法人が出資した法人（合弁を含む。）を取引の相手等とするもの（ソフトウェアの

アップデートを含む。） 

□我が国のエネルギー安全保障のため特に必要なもの（ロシアの軍事侵略能力への直接的

な貢献が認められない場合であって、サハリン１、サハリン２及びアークティックＬＮ

Ｇ２プロジェクトの遂行上欠くことのできないものとして資源エネルギー庁が認めるも

のに限る。） 

 

（別紙） 



オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キ

プロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギ

リシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ラトビア、リトアニア、

ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、

ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、ス

イス、英国、アメリカ合衆国 

 

 

 


